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1ご説明項目

１．島根原子力発電所２号機
新規制基準への適合性確認申請・審査状況

２．島根原子力発電所における設備不具合の状況
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１．島根原子力発電所２号機
新規制基準への適合性確認申請・審査状況
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○平成２５年１２月２５日，島根２号機の適合性確認に係わる申請書類※を原子力規制委員会
へ提出。 ※「原子炉設置変更許可申請」，「工事計画認可申請」および「保安規定変更認可申請」

○平成２６年１月１６日，原子力規制委員会による適合性確認審査開始。

島根２号機 適合性確認申請・審査に関わる経緯

当社

自治体

国

平成２６年度平成２５年度

～ ～
～ ～

●７/８ 新規制基準施行

● １１/２１ 適合性確認申請に関わる
事前了解願・計画等を自治体へご報告

● １２/２５ 審査書類を国へ提出

●申請に対するご意見等

● １/１６～ 審査開始

～ ～

～ ～
～ ～

＜適合性確認申請・審査に係わる対応経緯＞
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○審査開始後，当社は申請の概要を原子力規制委員会へ説明。これに対し，原子力規制
委員会から，審査に係わる「主要な論点」が示された。

○現在は，「主要な論点」に係わる詳細確認等を中心とした審査を継続中。

島根２号機 適合性確認審査の状況（１/９）
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設置変更許可（基本設計・方針等）の審査

工事計画認可（詳細設計）の審査

保安規定認可（運転管理体制等）の審査

＜審査行程と現在の状況＞
※原子力規制委員会議事（ H25年度第43回）等を参考に，
今後想定される審査行程を点線で例示

審
査
の
指
摘
事
項
を
踏
ま
え
た

申
請
内
容
の
補
正

審
査
書
案
（審
査
結
果

の
ま
と
め
）の
作
成

審
査
書
案
へ
の

意
見
募
集
・反
映



5島根２号機 適合性確認審査の状況（２/９）

島根原子力発電所 地下構造評価地下構造評価について平成２６年 ４月１６日

島根原子力発電所 敷地周辺海域海域のの活断層評価について（コメント回答）活断層評価について（コメント回答）平成２６年 ４月 ９日

島根原子力発電所 敷地周辺陸域の活断層評価陸域の活断層評価について平成２６年 ２月２０日

島根原子力発電所２号機の申請内容に係る主要な論点申請内容に係る主要な論点について平成２６年 １月２８日

島根原子力発電所 敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント回答）敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント回答）平成２６年 ５月 １日

島根原子力発電所 敷地周辺海域の活断層評価海域の活断層評価について平成２６年 ３月１９日

島根原子力発電所２号機に係る申請の概要申請の概要について平成２６年 １月１６日

議 題開催年月日

○現在までに計７回の審査会合が開催。
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○第１回目（１/１６）「島根原子力発電所２号機に係る申請の概要について」

 当社から，設計基準対応※１，重大事故等対策※２，重大事故等対策の有効性評価
結果について概要説明。

※１ 「設計基準対応」
耐震・耐津波，自然現象（火山，竜巻等）に対する考慮，火災等に対する考慮，電源の信頼性等

※２ 「重大事故対策」
炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策，放射性物質の拡散抑制対策，水・電気供給機能，
緊急時対策所機能等

 原子力規制委員会からは，フィルタ付ベント設備の性能，地震・津波の評価などに
ついて質問。

島根２号機 適合性確認審査の状況（３/９）

○第２回目（１/２８）「島根原子力発電所2号機の申請内容に係る主要な論点について」

 当社が提出した原子炉設置変更許可申請書等に関し，原子力規制委員会から審査
における主要論点提示。



7島根２号機 適合性確認審査の状況（４/９）

○第３回目（２/２０）「島根原子力発電所敷地周辺陸域の活断層評価について」

 当社から，島根原子力発電所敷地周辺陸域の宍道断層等の活断層評価について，
地質構造や変位地形・リニアメント※３の評価，トレンチ調査結果などを説明。

 原子力規制委員会からは，宍道断層の西端及び東端付近の調査結果（美保関東方
（島根県）の音波探査記録など）について次回以降，より詳細に説明するようコメント。

※３ 「変異地形・リニアメント」
断層運動に起因する可能性がある地表面の
起伏，谷や尾根の横ずれ地形等が連続して
認められるもの



8島根２号機 適合性確認審査の状況（５/９）

○第４回目（３/１９）「島根原子力発電所敷地周辺海域の活断層評価について」

 当社から，島根原子力発電所敷地周辺海域の活断層評価について説明。

 原子力規制委員会からは，鳥取沖西部断層の西端や前面海域にある断層等の
データを拡充するようコメント。



9島根２号機 適合性確認審査の状況（６/９）

○第５回目（４/９）「島根原子力発電所敷地周辺海域の活断層評価について（コメント回答）」

 前回の審査会合（３/１９））における，原子力規制委員会からのコメントを踏まえ，当社
からより精度の高い音波探査による追加調査の計画について説明。

 原子力規制委員会からは，周辺海域における音波探査範囲の追加と地層年代区分
を確認するための試料採取の検討についてコメント。また，陸域の宍道断層端部評価
のデータ拡充についてもコメント。
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○第６回目（４/１６）「島根原子力発電所 地下構造評価について」

 当社から，地震観測記録および物理探査等に基づき，島根原子力発電所敷地内の
地下構造評価を行い，基準地震動評価に用いる地下構造モデル※４を設定したことを
説明。

 地盤の増幅特性※５は２号機と３号機でほぼ同程度であるが，安全側に評価する
ため，地震動評価に用いる地下構造モデルには，増幅特性が若干大きい３号機
の値を用いること。

 敷地内地下浅部の揺れの衰え方（振れ幅の減少度合い（減衰定数））について
も，安全側に設定したモデルを用いて評価すること 。

 原子力規制委員会からは，地震動評価に用いる地下構造モデルの妥当性等につい
て詳細に説明するようコメント。

島根２号機 適合性確認審査の状況（７/９）

※４ 「地下構造モデル」
断敷地直下の地盤構造（岩盤の硬さや，揺れの衰え方等）を表すモデル

※５ 「地盤の増幅特性」
敷地直下の深い岩盤から敷地表層の岩盤までの，揺れの増幅を表す特性
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○第７回目（５/１）「島根原子力発電所 敷地周辺陸域・海域の活断層評価について（コメント
回答）」

 当社から，これまでの原子力規制委員会からのコメントを踏まえ，敷地周辺陸域（宍
道断層）および敷地周辺海域に関するデータの拡充に向けた追加地質調査計画に
ついて次のとおり説明。

＜周辺陸域について＞
評価の妥当性を確認するため，宍道断層の両端部，西端付近から大田沖断層までの
沿岸部におけるボーリング調査や音波探査等による追加調査計画の概要を説明。

島根２号機 適合性確認審査の状況（８/９）
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＜敷地周辺海域について＞
審査会合における活断層評価に係る追加調査計画に対するコメントを踏まえ，敷地
前面海域の音波探査範囲を追加すること，大田沖断層において地質年代を測定する
ための試料採取を実施すること等を説明。

島根２号機 適合性確認審査の状況（９/９）

 原子力規制委員会からは，詳細なデータに基づき評価できるよう，調査エリア，方法
等について調査計画にこだわることなく，幅広な範囲で丁寧に調査するようコメントが
あり，当社は，今後，準備が整い次第，追加調査に着手する旨を報告。
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２．島根原子力発電所における不具合の状況
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○原子力発電所のプラント情報等を国へ伝送しているＥＲＳＳのデータのうち，運転停止中の
島根原子力発電所１号機のデータについて正常に伝送できない状態となったことから，
伝送を停止。国からの要請に基づき，プラントの主要データを定期的（２時間おき）にＦＡＸ
にて送信する運用を実施。

○その後，原因が判明したことから，復旧作業を実施した上で伝送を再開。

島根１号機におけるＥＲＳＳデータの伝送停止（１/２）

＜経緯＞３月２４日（月）
２０：２２ 原子力規制庁より１号機ＥＲＳＳ伝送異常が発生していないか問い合わせあり
２０：３０ 伝送データが不良（ゼロ値）であることを確認し，原子力規制庁へ報告
２０：４６ 原因調査・復旧作業のため，伝送を手動停止

３月２５日（火）
１８：００ 復旧作業完了，データ伝送再開

＜原因＞作業のため停止していた２号機の運転監視用計算機を起動し伝送を開始した際に，１号機
と２号機の計算機内の内部時計の時刻のずれが発生したことが起因となって，伝送処理に
不具合が生じ，３月２４日の１８時１５分以降の１号機のデータ伝送が不良となったもの。

＜再発防止対策＞
運転監視用計算機を停止し，起動する際には内部時計の時刻が自動的に補正されること
を待って伝送を再開することとし，今後，手順書へ反映する。
また，不良データ伝送時にも警報が発報するようにシステムを改修することとし，それまで
の間は，異常を早期に把握できるよう定期的に伝送状態を確認する。



15島根１号機におけるＥＲＳＳデータの伝送停止（２/２）
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○平成２６年３月２７日（木）１８：４５頃，発電所構内４４ｍ盤に設置しているガスタービン発電
機起動用ディーゼル発電機の付属変圧器付近に，焦げ跡の可能性ありと判断。

○１９：０２に松江市消防に通報，その後，消防による現場確認が行われ，１９：３２に「非火災」
と判断された。

ガスタービン発電機起動用ディーゼル発電機付属変圧器
における焦げ跡確認（１/２）

＜経緯＞

３月２７日（木）
１１：３０頃 ガスタービン発電機用起動用ディーゼル発電機の不具合調査のため

現場確認を開始
１４：１５頃 現場確認状況をとりまとめ（設備の損傷と判断）
１８：４５頃 状況報告を受けた発電所長は「焦げ跡」の可能性ありと判断
１９：０２ 松江市消防へ通報
１９：３２ 松江市消防により「非火災」と判断

なお，原因については，現在，調査中



17

ガスタービン発電機

ガスタービン発電機起動用
ディーゼル発電機

事象発生箇所

ガスタービン発電機起動用ディーゼル発電機付属変圧器
における焦げ跡確認（２/２）


